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自家診療における薬剤の保険給付の廃止について 

 
平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、標記につきまして、福岡県医師国民健康保険組合より別添のとおり連

絡がありましたのでお知らせいたします。 
福岡県医師国民健康保険組合員の医師が開設又は勤務する保険医療機関の発

行において、被保険者の療養を行った際の薬剤の保険給付を令和６年４月１日

より廃止するとのことです。同組合への保険請求をする処方箋応需の際は別添

給付規程をご確認の上、ご請求いただきますようお願いいたします。 
ご多忙とは存じますが、貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。 
 












